
スポーツ大会 等に おける自動体 外式 除細動器及び 熱中 症指数計測器

貸出事業実施 要綱  

（目的）  

第  １  条  この要 綱は、本市 の区域 内において開 催さ れるスポーツ 大

会等（以下「 大会 等」という。 ）を 主催する者（ 以下 「主催者」

という。）に対し 、自動体外式除細 動器（以下「ＡＥ Ｄ」という。）

及び熱中症指 数計 測器（以下「 ＷＢ ＧＴ計測器」 とい う。）を貸

出すことによ り、 運動中の心肺 停止 者へ早期の救 命手 当を行うと

ともに、熱中 症対 策に万全を期 し市 民の生命身体 の安 全を図るこ

とを目的とす る。  

（定義）  

第  ２  条  この要 綱において「大 会 等」とは、市民を 含む複数（１０

名以上）の者を一 時的に集めて 開催 するスポーツ 大会 等事業をい

う。  

（貸出期日）  

第  ３  条  ＡＥＤ 及びＷＢＧＴ 計測 器の貸出期日 は、次の各号に掲 げ

る区分に応じ 、当 該各号に定め ると おりとする。  

（１）ＡＥＤ   

大会等を開催 して いる期間で年 末年 始及び市民プ ール 開催期

間を除く最長 1週 間  

（２）ＷＢＧ Ｔ計 測器  

大会等を開催 して いる期間で年 末年 始を除く最長 1週 間  

２  催しの終 了後 速やかに返却 しな ければならな い。  

（貸出機器）  

第  ４  条  流山市 教育委員会生 涯学 習部スポーツ 振興 担当課に配置

するＡＥＤ及 びＷ ＢＧＴ計測器 とし 、１大会等に つき 貸出しは原

則各１台とす る。  

（使用場所）  

第  ５  条  使用で きる場所は市 内の 公共施設のみ とす る。  

（貸出し条件 ）  

第  ６  条  ＡＥＤ の貸出しを受 けよ うとする場合 は、大会等関係者 に

普通救命講習 以上 の講習を受講 した 者がいなけれ ばな らない。  

（貸出手続等 ）  

第  ７  条  ＡＥＤ 及びＷＢＧＴ 計測 器の貸出しを 受け ようとする主



催者は、原則 とし て貸出しを受 けよ うとする日の ３週 間前までに 、

スポーツ大会 等に おける自動体 外式 除細動器及び 熱中 症指数計測

器貸出申込書 （第 １号様式）に 、身 分を証明する 書類 の写し及び

普通救命講習 以上 の講習を受講 した ことを証明す る書 類の写しを

添えて、申込 みし なければなら ない 。  

２  教育長は 、前 項の規定によ る申 込みがあった とき は、その内容

を審査し、貸 出し の承諾・不承 諾を 決定し、その 旨を １週間以内

にスポーツ大 会等 における自動 体外 式除細動器及 び熱 中症指数計

測器貸出承諾 ・不 承諾通知書（ 第２ 号様式）によ り主 催者に通知

するものとす る。  

（費用の負担 ）  

第  ８  条  ＡＥＤ 及びＷＢＧＴ 測定 器の貸出しは 、無 償とする。   

 （管理等）  

第  ９  条  主催者 は、ＡＥ Ｄ を 常 に 良 好 な 状 態 で 保 管 す る と と も に 、

ＡＥＤ製品の 精密 性に配慮した 管理 をしなければ なら ない。  

２  主催者は 、Ａ ＥＤ及びＷＢ ＧＴ 計測器を申込 んだ 「大会等」以

外に使用して はな らない。ただ し、 当該大会等に 係る 者以外の心

停止者へ救命 手当 を行う必要が 生じ たときは、この限 りではない 。 

３  主催者は 、Ａ ＥＤ及びＷＢ ＧＴ 計測器を転貸 し、 譲渡し、又は

担保に供して はな らない。  

（貸出期間中 の責 任）  

第１０条  主 催者 は、ＡＥＤ及びＷ ＢＧＴ計測器 を紛 失し、又は破損

したときは、直ち にその状況を 教育 長に報告しな けれ ばならない 。 

２  主催者は 、Ａ ＥＤ及びＷＢ ＧＴ 計測器を紛失 し、 又は破損した

ときは、その 損害 を賠償しなけ れば ならない。た だし 、教育長が

やむを得ない 理由 があると認め ると きは、賠償額 を減 額し、又は

免除すること がで きる。  

３  主催者は ＡＥ Ｄを使用した 際は 使用した消耗 品を 主催者が負担

し補填しなけ れば ならない。  

（貸出の中止 ）  

第１１条  教 育長 は、主催者 が貸出 期間中に第７ 条の 規定に違反し た

ときは、ＡＥ Ｄ及 びＷＢＧＴ計 測器 の貸出しを中 止し 、直ちに返

還させること がで きる。  

（返却）  



第１２条   主催者 は、貸出期間の満 了日までに、指定 された場所に Ａ

ＥＤ及びＷＢ ＧＴ 計測器を返却 し、 かつ、スポー ツ大 会等におけ

る自動体外式 除細 動器及び熱中 症指 数計測器使用 実績 報告書（第

３号様式）を 教育 長に提出しな けれ ばならない。  

（その他）  

第１３条  こ の要 綱に定めるも のの ほか、必要な事 項 は、別に定める 。 

 

附  則  

この要綱は、 平成 ２７年７月１ 日か ら施行する。  

この要綱は、 令和 元年５月２７ 日か ら施行する。  



第１号様式  

 

スポーツ大会 等に おける自動体 外式 除細動器及び 熱中 症  

指数計測器貸 出申 込書  

 

令和   年   月   日   

 

（宛先）流山 市教 育委員会教育 長   

 

   住所  

主催者    

 氏名  

 

自 動 体 外 式 除 細 動 器 及 び 熱 中 症 指 数 計 測 器 の 貸 出 し を 受 け た い の

で下記のとお り申 し込みます。  

 

記  

                

１．大 会 等 名 

２．開 催 期 間    令和   年   月   日  午前・午後   時～  

令和   年   月   日  午前 ・午 後   時  

３．大会等内 容  

            （参 加人 員   人）  

４．使 用 場 所                               

５．貸 出 物 品  自動体外 式除細動器        台  

熱 中 症 指 数 計 測 器     台  

６．貸出希望期間     令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日  

７．連  絡  先    住   所  

         氏   名  
         電話番号  

８．自動体外 式除 細動器取り扱 い責 任者  氏名  

 

※  提供いただい た個人情報は 、目 的以外に使用 しま せん。  



第２号様式  

 

スポーツ大会 等に おける自動体 外式 除細動器及び 熱中 症  

指数計測器貸 出承 諾・不承諾通 知書  

 

令和   年   月   日   

 

           様  

 

流山市教育委 員会 教育長  

 

 

先に申し込み のあ ったスポーツ 大会 等における自 動体 外式除細動

器及び熱中症 指数 計測器貸出し につ いては、下 記のと おり決定した の

で通知します 。  

 

記  

自動体外式除 細動 器の貸出しに つい て    承諾  ・  不承諾  

熱中症指数計 測器 の貸出しにつ いて     承諾  ・  不承諾  

（承諾の場合 ）  

１．  貸出台数  

   自 動 体 外 式 除 細 動 器    台  

   熱 中 症 指 数 計 測 器    台  

２．  貸出期間  

令 和   年   月   日  ～  令 和   年   月   日

３．  貸出日時  

令和   年   月   日  午 (前・後 ) 時   分  

４．  返却日時  

 令和   年   月   日  午 (前・後 ) 時   分  

（不承諾の場 合）  

５．  理     由  

 

※  自動 体外 式除 細動器 及び 熱中 症 指数計 測器 の貸 出 し時に は、 本通

知書をご持参 下さ い。  



※  紛失 ・破 損等 があっ た場 合に は 、速や かに スポ ー ツ振興 課（ ７１

５７ -２２２５） にご連絡下さ い。  

※  自動体外式除 細動器を返却 する ときにスポー ツ大 会等における 自

動体外式除細 動器 及び熱中症指 数計 測器使用実績 報告 書（３号様

式）をご提出 下さ い。  

 



第３号様式  

 

スポーツ大会 等に おける自動体 外式 除細動器及び 熱中 症  

指数計測器使 用実 績報告書  

 

令和   年   月   日   

 

（宛先）流山 市教 育委員会教育 長  

 

住所  

使用者     

氏名  

 

 

先に貸出しを 受け た自動体外式 除細 動器及び熱中 症指 数計測器の

使用実績につ いて 、下記のとお り報 告いたします 。  

記  

１．大会等名  

２．参加人数        人  

３．使用台数        台  

４．催し期間   令和   年   月   日～令和   年   月   日  

５．貸出期間   令和   年   月   日～令和   年   月   日  

６．使用の有無     有   ・   無  

使用状況                           

 

 

 

 

７．使用消耗品  パッ ト・ タオル・はさ み・ かみそり・手 袋  

その他 (        ) 

８． 破損等の有無        有   ・   無  

   破損状 況                            


